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平成 31 年第 1 回田川地区斎場組合議会定例会議事日程 

 

平成 31 年 2 月 12 日（火） 午前 10 時 00 分開議 

田川青少年文化ホール 大会議室 

 

 

日程第 1  会期の決定 

 

日程第 2  会議録署名議員の指名について 

 

日程第 3  諸般の報告 平成 30 年度経過月分（4 月～12 月）の出納検査について 

 

日程第 4  議案第 1 号 専決処分の報告及び承認について 

           （田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正） 

 

日程第 5  議案第 2 号 田川地区斎場組合再任用職員に関する条例の制定について 

 

日程第 6  議案第 3 号 田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

日程第 7  議案第 4 号 田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部

改正について 

 

日程第 8  議案第 5 号 平成 30 年度田川地区斎場組合一般会計補正予算（第 2 号） 

 

日程第 9  議案第 6 号 平成 31 年度田川地区斎場組合一般会計予算 
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◎議長（皆川 高司議員） 

おはようございます。定刻の時間となりました。ただ今の出席議員は１８名でありま

す。よって、本会議は、成立いたしました。なお、本日の会議に欠席届のあった議員は、

嶋野勝議員の１名であります。ただ今より、平成３１年第１回「田川地区斎場組合議会定

例会」を開会します。本日の議事日程は、お手元に配布のとおりでありますので、ご承知

を、願いたいと存じます。では、議事に移ります。日程第１「会期の決定」を議題としま

す。会期は、本日の一日限りと、いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

ご異議なしと認めます。よって、会期は、本日の一日限りと決しました。日程第２「会

議録署名議員の指名」を議題とします。会議録署名議員は会議規則第７９条の規定により

議長において指名いたします。 

本日の会議録署名議員は、寺西明男議員ならびに櫻井英夫議員を指名します。日程第３

「諸般の報告」を議題といたします。監査委員から、お手元に配布のとおり「平成３０年

度経過月分の出納検査」の報告がありましたので、ご了承を願いたいと存じます。 

次に参ります。日程第４議案第１号「管理者専決処分の報告並びに承認について」を議

題とします。提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

二場管理者どうぞ。 

◎管理者（二場 公人市長） 

おはようございます。本日は、年度末のご多忙中にも関わりませず、ご参集を賜り、誠

にありがとうございます。旧年中は、議員各位のご協力の下、無事に斎場組合の運営を全

うすることができました。深く、感謝申し上げます。本年も住民目線に立った公共サービ

スと、より一層の危機感をもった運営に努めて行く所存でございますので、今後とも皆様

のご協力とご理解を切にお願い申し上げます。 

それでは、日程第４議案第１号「管理者専決処分の報告並びに承認について」報告申し

上げます。今回の専決処分の内容は、国が定めた人事院給与勧告を尊重し、地方公務員に

おいても、同様の勧告措置を講じるもので、当組合も「田川地区斎場組合職員の給与に関

する条例」の一部を改正するものであります。今回、改正後の適用日を平成３０年１２月

１日とする必要があり、急を要したことから地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき

専決処分したもので、同条第３項により本議会に報告し、承認を求めるものであります。 

今回の給与勧告の主な内容は、一般職の期末勤勉手当を従前の年間支給月数４．４月分

から４．４５月分に０．０５月分引き上げるものであります。給料月額の本俸についても

若年層の給料適用粋に重点に平均で０．１６％の引き上げを行うものであります。期末手

当では、現行支給月数２．６月分を、従前の配分支給から、６月と１２月期は、ともに、



3 

 

１．３月分の均等支給に改めるものであります。この改正後の条例は、平成３０年１２月

４日に公布し、平成３０年４月１日に遡及して適用するものであります。なお、３０年度

の期末勤勉手当の支給月数の、引き上げ配分に関する規定は平成３０年１２月１日から、

また、期末手当の均等支給については平成３１年４月１日から適用するものであります。

以上が、今回、専決処分した給与条例の主な改正内容でございます。よろしく、ご承認を

下さいますようお願い申し上げます。 

◎議長（皆川 高司議員） 

ただ今、提案理由の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

 （「なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議議員） 

質疑がないようですので、これより討論に移ります。討論はございませんか。 

  （「なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

討論を終結します。これより採決をいたします。本案は、原案のとおり決することに、

ご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第１号「管理者専決処分の報告並びに承認につい

て」は、原案のとおり承認することに決しました。 

お諮りします。日程第５から日程第７までの３議案は関連していますので、一括審議し

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 （「異議なし」声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

ご異議なしと認め、そのように致します。日程第５議案第２号「田川地区斎場組合再任

用職員に関する条例の制定について」及び日程第６議案第３号「田川地区斎場組合職員の

給与に関する条例の一部改正について」並びに日程第７議案第４号「田川地区斎場組合職

員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」までの関連３議案を一括して審

議致します。提案理由の説明を求めます。 

 （「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

はい、どうぞ。 

◎管理者（二場 公人市長） 

日程第５議案第２号「田川地区斎場組合再任用職員に関する条例の制定について」及び日

程第６議案第３号「田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正について」並びに

日程第７議案第４号「田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に
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ついて」までの３議案を一括して、ご説明申し上げます。本３議案は、本組合職員の退職に

伴う、雇用と年金受給との接続を確実にするため、閣議決定に基づく、総務省の通達により、

職員の再任用に関する条例を制定する必要があるもので、その他、関連２議案を提案するも

のであります。 

まず、議案第２号「田川地区斎場組合再任用職員に関する条例の制定について」は、退職

した職員を満６５歳までは、再任用をすることが出来ると定義する条例案であります。次の

議案第３号「田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正について」は、再任用職

員の給与及び手当の支給方法を定めるもので、支給率が異なるものの、一般職員と同様であ

ることを規定するもので、ただし、「扶養手当」、「地域手当」、「住居手当」については、再

任用職員には支給対象外と規定するものであります。議案第４号「田川地区斎場組合職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について」は、職員の勤務形態を「フルタイム」

と「パートタイム」のいずれかを管理者が定めるもので、「フルタイム」とは、一般職員と

同等の勤務形態であり、「パートタイム」とは、月２０日以下での勤務形態で定めるもので

あります。以上が３議案の主な内容であります。よろしく、ご審議のうえ、ご賛同賜ります

ようお願いを申し上げます。 

◎議長（皆川 高司議員） 

ただ今、提案理由の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

質疑がないようですので、これより、討論に移ります。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

討論を、終結します。これより、採決をいたします。議案第２号から議案第４号につい

ては、原案のとおり、決することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第２号「田川地区斎場組合再任用職員に関する条

例の制定について」及び、議案第３号「田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部

改正について」並びに、議案第４号「田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部改正について」は原案のとおり可決することに決しました。 

次に参ります。日程第８議案第５号「平成３０年度田川地区斎場組合一般会計補正予算

（第２号）」を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

管理者どうぞ。 
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◎管理者（二場 公人市長） 

日程第８議案第５号「平成３０年度田川地区斎場組合一般会計補正予算（第２号）」に

いてご説明申し上げます。今回の補正は、職員の給与改定による人件費の増額補正、急を

要する費用等の増額補正をするため、最終の決算見込みにより、収支の均衡を図るもので

あります。よって、予算現額１億７，３３８万円に対し、8万円を追加し、最終の歳入歳

出予算総額を１億７，３４６万円にしようとするものであります。補正予算の詳細につき

ましては、引き続き、事務局に説明をさせますので、よろしく、ご審議のうえ、ご賛同賜

りますようお願い申し上げます。 

◎議長（皆川 高司議員） 

引き続き事務局。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

事務局長どうぞ。 

◎事務局長（松﨑 紀公君） 

それでは、事務局からは、補正予算書３頁の［歳入歳出予算事項別明細書］からご説明

をさせて頂きます。今回の補正は、歳入歳出予算ともに、８万円を増額補正させて頂くも

のでございます。補正要因となる歳出予算のうち２款総務費において、８万円を増額する

必要があるため、歳入予算のうち、２款使用料及び手数料において、８万円を増額し、収

支の均衡を図るものでございます。 

その詳細でございますが、次の４頁をお開き頂きたいと思います。 

まず、｢歳入の補正内訳｣では、２款１項の使用料において、施設使用料収入の確定増額

８万円を増額補正するものでございます。この増収確定分は、隣接する葬儀会館が、夜間

のみ、斎場駐車場を有償で借り上げているもので、その使用料収入が予定を上回って収入

できたもので、今回の補正増額の財源とするものでございます。 

次の５頁に移らせて頂きます。「歳出の補正内訳｣でございますが、今回の補正要因とな

ります、２款１項１目の一般管理費において、８万円を増額するものでございます。補正

科目は、まず、２節の給料において、人事院給与勧告に基づく、給与改定の引き上げによ

る差額支給等により、不足する１万１千円を増額いたします。次の３節の職員手当等にお

いても、人事院給与勧告に基づく、勤勉手当の支給月数０．０５月分の引き上げと各手当

の差額支給により不足する４万６千円を増額いたします。次の７節の賃金では、最終の決

算見込みにより不用額となる嘱託職員の賃金１２３万円を減額し、財源調整を行っており

ます。次の１１節の需用費においては、最終の決算見込みにより、不足が見込まれる１２

５万円を増額いたします。まず、原油価格の変動が影響しての光熱水費である電気料で２

２万円の増額。同じく、燃料費で７８万円を増額するものでございます。修繕料では、緊

急性の高い施設付帯設備の復旧工事等の追加工事３件の費用として、２５万円を増額いた

しております。最後に、１９節の負担金補助及び交付金において、自治振興組合が実施す
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る職員研修への参加負担金３千円を追加増額したものでございます。以降、６頁から７頁

には給与費明細書を、最後の８頁には、附表として、基金残高表を添付いたしております

ので、ご参照願いたいと存じます。以上が、３０年度第２号補正予算の詳細となっており

ます。 

◎議長（皆川 高司議員） 

ただ今、提案理由の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（皆川 高司議員） 

質疑がないようですので、これより討論に移ります。討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

討論を終結します。これより採決をいたします。本案は、原案のとおり決することにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第５号「平成３０年度田川地区斎場組合一般会計

補正予算（第２号）」は、原案のとおり可決されました。 

次に移ります。日程第９議案第６号「平成３１年度田川地区斎場組合一般会計予算」を

議題とします。提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

二場管理者どうぞ。 

◎管理者（二場 公人市長） 

日程第７議案第６号「平成３１年度田川地区斎場組合一般会計予算」について、ご説明

申し上げます。予算の編成内容は、予算書２頁の「第１表・歳入歳出予算」に明記しての

とおりであります。平成３１年度予算総額では、歳入歳出予算ともに、１億４，０７６万

９千円を予定いたしております。 

本予算の編成にあたっては、歳出経費である組合運営費や施設の維持管理費を確定した

後、歳入経費を編成するものとなっており、まずは、歳出予算から説明申し上げます。 

まず、１款議会費で、議会運営費として、議員報酬を含む８２万３千円を計上しており

ます。次に、２款総務費では、特別職の報酬を含む人件費等の組合運営費のほか、火葬施

設の維持管理費など、総額にして、１億３，８９３万５千円を計上しております。次の３

款公債費では、一時借入金利息を想定しての、１万１千円を計上しております。次の４款

予備費では、急を要して、既定額を超えて必要となる歳出科目への予算充当を想定して、

１００万円を計上しております。以上のことから、歳出合計では、１億４，０７６万９千
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円を計上しております。 

一方、この歳出予算を補う歳入予算です。はじめに、１款分担金及び負担金では、斎場

使用料収入など、組合独自の自主財源では補えない財源を、構成団体から市町村分賦金と

して、負担願うもので、９，１６７万 7千円を見込んでおります。次の２款使用料及び手

数料では火葬使用料や普通財産使用料として、４，８８１万９千円を見込んでおります。

３款財産収入では職員退職手当基金や財政調整基金、施設整備基金からの運用利子６千円

を見込んでおります。４款繰入金は存置科目としております。５款繰越金も前年度剰余金

を受入れるため存置科目としております。６款諸収入では売店や自動販売機の電気料金の

実費徴収金など、２６万５千円を見込んでおります。以上、歳入合計では、歳出合計と同

額の１億４，０７６万９千円を見込んでおります。以上が平成３１年度一般会計予算の内

容となっており、予算の詳細につきましては、引き続き、事務局に説明をさせますので、

よろしく、ご審議のうえ、ご賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

◎議長（皆川 高司議員） 

引き続き事務局どうぞ。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司君） 

松﨑事務局長どうぞ。 

◎事務局長（松﨑 紀公君） 

引き続き、事務局からは３１年度当初予算書のうち、６頁の［３歳出予算］の細節につ

いてのみ、ご説明をさせて頂きます。まず、１款１項１目の議会費でございますが、組合

議会運営費として、総額で８２万３千円を計上するものでございます。まず、１節の報酬

では、定数１９名の組合議員の年額報酬６３万６千円を計上。９節の旅費では、同じく、

１９名の組合議員の臨時議会を含む年４回の議会出席に対する費用弁償１３万７千円を計

上。１０節の交際費では、議長交際費として慶弔費５万円を計上するものでございます。 

次の２款１項の総務管理費でございます。まず、１目の一般管理費では、組合運営や施

設管理費として、総額１億３，８８５万６千円を計上するものでございます。まず、１節

の報酬において、組合執行部である特別職３名への年額報酬１３万７千円を。次の２節の

給料では、一般職員１名と再任用職員１名の給料６７６万円を計上。次の３節の職員手当

等では、同じく一般職員１名と再任用職員１名の時間外勤務手当や期末勤勉手当など諸手

当として、２７４万７千円を計上。次の４節の共済費では、職員２名の共済負担金や、嘱

託職員等４名の社会保険料、労働保険料など、総額にして３５７万４千円を計上。次の５

節の災害補償費は存置科目と致しております。次の７節の賃金では、事務局に従事する嘱

託職員等４名分の基本賃金と時間外勤務手当を合わせた、８８０万８千円を計上。次の９

節の旅費では、特別職３名の費用弁償のほか、職員の出張旅費を前年実績に基づき、１６

万２千円を計上。次の１０節の交際費は、管理者交際費として組合関係者への慶弔代とし

て、１０万円を計上しております。次の７頁に移らせて頂きます。 
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はじめに、１１節の需用費では、組合事務費や斎場施設の管理運営費として２，２９５

万円を計上するものでございます。その詳細でございますが、まず、消耗品費では１６２

万円を計上。次の消耗器材費では火葬炉用消耗機材として４８３万円を。次の印刷製本費

では現金領収書や会計伝票、案内パンフレットの製本費として３５万円を。次の食糧費で

は、遺族に配膳するための煎茶の購入費として１７万円を。次の光熱水費では、直近１年

間の使用実績を基に平均料金で算出するもので５６０万円を計上。次の燃料費では、直近

１年間の使用実績を基に、平均単価で算出するもので９７８万円を計上。最後の修繕料で

は、建物の付帯設備の経年劣化から、緊急性の高い、早期な復旧が望まれる修繕が頻発し

ておりまして、予見が出来ないことから６０万円を計上致しております。次の１２節の役

務費では、通信運搬費のほか、火災保険料や消防設備点検料８２万８千円を予定。まず、

通信運搬費では、電話料金やインターネット使用料のほか、郵便切手購入費として６８万

８千円を。次の建物損害保険料では、公共施設を対象に損害補償を管轄する全国市有物件

共済会への分担金として５万８千円を。次の施設賠償保険料では、斎場施設内で万一、利

用者が負傷し、当組合に法的な瑕疵がある場合、最高５千万円が支払われる任意保険料２

万４千円を計上致しております。次の消防設備点検手数料では法定点検手数料４万円を。    

次の証明手数料では、金融機関からの残高証明発行手数料など、１万８千円を計上するも

のでございます。次の１３節の委託料では、斎場運営管理に関わる保守管理業務、１３業

務を民間に外部委託する費用として、総額５，１４１万２千円を計上するものでございま

す。まず、残骨処理費では、遺族が収骨しなかった焼骨灰を、毎月、委託業者が県からの

許可を受けた指定地に搬出運搬し、埋葬処分するもので、その費用６４万８千円を計上。

次に、電気管理委託料では電気事業法で定めた受電設備の年１２回の法定点検料２７万６

千円を。次に警備委託料では、斎場施設の防犯警備を委託するもので、年間費用４７万６

千円を。次の合併処理槽保守料では、７０人槽の合併処理槽の保守管理を委託するもので

年間費用３７万９千円を。次の斎場管理業務委託料では、斎場施設の主たる現場業務であ

る火葬、清掃・接客業務を一括で民間に外部委託するもので、平成２９年から３１年度ま

での３ヶ年契約額１億３，９５３万６千円のうち、単年度分であります委託料４，６５１

万２千円を計上。次の庭園管理委託料では、斎場敷地内の、松の木剪定や、樹木への消毒

や施肥作業を実施するもので３１万円を。次の健康診断委託料では、職員の健康増進と予

防を目的に共済組合が実施するもので、職員６名分の検診料３万４千円を。次の火葬炉設

備保守点検料では、火葬炉設備の年１回の総合点検料５０万円を。次のデマンド・コント

ロールシステム委託料では、電気使用量の判定データーを管理委託するもので３万９千円

を。次の空調設備保守点検料では、建物全体の空調設備の保守点検を実施するもので４８

万６千円を。次の公会計の導入に伴う財務諸表作成委託料では、会計事務所のコンサルタ

ントのもと、制作するもので、７５万６千円を。高木剪定業務委託料では、植栽から４０

年が経ち、高木化したケヤキやクスが、強風時に高圧電線の切断になる恐れがあり、支障

の出ないように計画的に枝木の伐採を実施するもので３１万６千円を。次の元号改良委託
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料では、斎場予約システムと火葬情報システムの元号の変更改良するもので、その費用６

８万円を計上。続いて、１４節の使用料及び賃借料では、テレビの受信料のほか、長期継

続契約による斎場電話予約システムのほか、事務、事業器機のリース料５件分など、総額

にして１８２万４千円を計上するものでございます。次の８頁に移らせて頂きます。 

まず、はじめに、１５節の工事請負費では事業費８５０万円を計上。その内容は、火葬

炉台車４台分と火葬炉内セラミック材貼替工事、屋上の防水シート貼替工事の３件の工事

を予定致しております。次の１８節の備品購入費は存置科目と致しております。次の１９

節の負担金補助及び交付金では、職員が加入する公平委員会をはじめとする関連５団体へ

の負担金として４万６千円を計上。次の２５節の積立金では３，１００万６千円を計上。 

その内訳は、歳入の３款財産収入で受入れた基金利息をここで、新たに払い出し、元本

に積み立てるためるもので利息６千円のほか、一般職員の退職手当積立額１００万円と、

将来の現有施設の新設工事を予定しての自主財源分を施設整備基金として積み立てるもの

で、その金額３，０００万円を計上致しております。以上、２款１項の総務管理費合計で

は１億３，８８５万６千円となり、前年度の職員の退職金支払いが影響して、前年度比較

２，３５４万円の減額となっています。次の２款２項の監査委員費では、総額７万９千円

を計上。まず、１節の報酬では、識見者の監査委員の日額報酬と議会選出の監査委員報酬

として６万４千円を。次の９節の旅費では、出納検査の費用弁償として１万５千円を計上

するものであります。以上が、２款総務費の予算内容でございます。 

続いて、次の９頁に移らせて頂きます。３款１項の公債費ですが、総額で１万１千円を

計上。まず、１目の元金は、存置科目とし、次の、２目の利子においては、一時借入金の

借入利息として１万円を計上致しております。最後に、４款の予備費では緊急の予定外執

行に対処するため、前年度どおり１００万円を計上致しております。以上が、平成３１年

度当初予算に係ります歳出予算の詳細でございます。以後、予算書１０頁から１４頁まで

は特別職や一般職員の給与費明細書、１５頁は債務負担行為調書となっております。 

また、予算に関する附表も添付致しておりますので、ご参照を願いたいと存じます。以

上、事務局からの予算説明を終らせて頂きます。 

◎議長（皆川 高司議員） 

ただ今、提案理由の説明が終わりました。これより、質疑に入ります。質疑は、ござい

ませんか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

櫻井議員どうぞ。 

◎議員（櫻井 英夫議員） 

斎場組合の予算総額、約１億４，０００万円ということで、以前も指摘させて頂きまし

たけれど、節約のしようのないぐらいの基本的な予算編成をされていますけれど、その中

でも、財務諸表について、作成委託を外部の会計会社にお願いするという状況ですけれど
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今の職員体制としては、正規職員１名、再任用職員１名、そして臨時職員の方が４名の６

人体制になるわけでして、いつまでも外部の会計会社に頼らないで、自前で財務諸表を直

接、作るというところまでなって頂きたいということを要望致しましたけれど、今後、施

行されるときは、節約できるところは、ここを自前でやって、７０万円から８０万円の委

託料を軽減するというくらいできるんじゃないか、と思うが、いかがでしょうか。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

事務局長どうぞ。 

◎事務局長（松﨑 紀公君） 

櫻井議員のご質問でございますが、前回、私共の職員が、「手前で頑張っていきたい」

というご返事をしたと思うのですが、財務諸表につきましては、なかなか高度な知識を要

するものでございますので、なにかと有識のある職員を採用しないと財務諸表の作成につ

いては無理ではないかと思っております。今回７５万６千円の予算を計上させて頂きまし

たけれど、また、会計事務所と値段交渉をして、低い金額で契約させて頂いて、当面は会

計事務所との委託で処理させて頂きたいと考えておりますので、ご了承を頂きたいと存じ

ます。 

（「議長」と呼ぶ声あり） 

◎議長（皆川 高司君） 

櫻井議員どうぞ。 

◎議員（櫻井 英夫君） 

財務諸表の作成につきましては、総額 1億４，０００万円で、まだ、親議会の中でも、

まだ本格的に取り組んでいない中で先行してされているということは結構だと思います

が、会計ソフトを導入すれば、どなたが打ち込んでも自動的に出来上がるようなシステム

があるはずですから、そこらを研究して頂いて、節減できるところは節減して、その為に

職員も増えているわけですから、その辺の運営努力を引き続きして頂きたいということを

要求します。 

◎議長（皆川 高司議員） 

ほかに質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

事務局は、それで頑張って下さい。質疑がないようですので、これより討論に移りま

す。討論は、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

討論を終わります。これより、採決をいたします。本案は、原案のとおり決することに

ご異議ございませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（皆川 高司議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議案第６号「平成３１年度田川地区斎場組合一般会計

予算」は、原案のとおり可決されました。以上をもちまして、本会議に付議されました案

件は、すべて、終了いたしました。ここで、本年度をもって、当組合を退職いたします松

﨑事務局長の退任の挨拶を受けたいと存じます。 

《松﨑事務局長退職の挨拶》 

◎議長（皆川 高司議員） 

最後に、私からも一言申し上げます。来たる４月は、統一地方選挙であります。厳しい

選挙戦に臨むわけではございますが、５月には、皆さまと再会できますよう改選の首長、

議員各位におかれましても、必ず勝利され、笑顔でお会いできますよう、心より願ってお

ります。以上、これをもちまして、平成３１年第１回田川地区斎場組合議会定例会を閉会

いたします。お疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


